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 エボラ出血熱の原因ウイルスなど、危険度の高い病原体（一類感染症）を安
全に取り扱うことができるよう高度に安全管理された施設。

 ウイルスの遺伝子レベルの解析やウイルスの動物への感染実験などは、
BSL-4 施設でなければできず、以下のような万全の感染症対策に不可欠。

① 感染経路の分析、患者の治療経過及び治癒の確認

② 検査法の開発研究

③ 治療薬や予防薬等の開発研究
（日本企業が開発したエボラ治療候補薬（※）も、海外で研究せざるを得ない。）

（注） エボラ出血熱疑似症例の診断検査は、国立感染研村山庁舎のＢＳＬ-３施設で実施可能。

 昭和５６ (１９８１) 年、国立感染症研究所村山庁舎に、一種病原体を取り扱
うことのできる実験施設を整備したが、住民の反対を踏まえBSL-4施設として
利用していなかった。（利用できないのは、Ｇ７では日本のみ）

 平成26年のエボラ出血熱の西アフリカでの感染拡大もあり、BSL-4施設の稼
働が喫緊の課題となった。

国立感染研村山庁舎施設のBSL-4施設としての指定について

１．高度安全試験検査施設（BSL-4施設）の必要性

２．我が国におけるこれまでの状況



 平成26年11月17日、塩崎厚労大臣が武蔵村山市長と会談し、国立感染研の
BSL-4施設の使用に関して協議することを確認。

 BSL-4施設に対する市民の理解を得るため、以下のような取組を実施。

・ 近隣自治会の代表を含む第三者も参画した協議会の開催（合計5回）
・ 市民公開セミナーの開催（合計3回、96名参加）
・ 市民向けのBSL-4施設見学会の開催（合計4回、84名参加）

 平成27年8月3日、塩崎厚労大臣が武蔵村山市長と会談し、以下の4点につい
て確認した。

① 災害時等の安全対策の強化
② BSL-4施設で実施する業務の範囲
③ 情報開示・コミュニケーションの推進
④ 将来的な立地場所の検討

 武蔵村山市長より、上記4点の確認事項を前提として、施設稼働はやむを得な

い旨の判断を頂き、8月7日、感染症法に基づく施設の指定を行った。

３．市民の理解を得るための取組み

５．今後の対応

 感染症対策に万全を期す観点から、武蔵村山市長と確認した事項に沿って、
地域住民の皆様方の安全・安心を最優先としつつ、施設を運営していく。

４．厚労大臣・武蔵村山市長会談の概要



厚生労働大臣 確認事項 （平成27年8月3日）

１．国立感染症研究所村山庁舎（以下、「村山庁舎」という。）の施設運営は、市民の
安全・安心の確保を最優先に対応する。また、災害や事故に備えるため、国として、
市や警察等の関係機関とも連携し、周辺住民に対する円滑な連絡や状況説明につ
いて、責任を持って対応する体制を構築するほか、このような市との連携も踏まえ、
施設及び施設周辺の安全対策や事故・災害対策及び避難対応の強化を進める。

２．村山庁舎のBSL-4施設の使用は、感染者の生命を守るために必要な診断や治療
等に関する業務に特化する。なお、制約なく研究目的で使用することに対する地域
住民の懸念を払拭するよう、コミュニケーションを積極的に行いながらBSL-4施設を
使用する。

３．村山庁舎の施設運営の透明性を確保するため、国立感染症研究所 村山庁舎
施設運営連絡協議会を継続して開催し、施設の使用状況を報告するとともに、施設
見学会や説明会も継続的に実施し、積極的な情報開示や地域とのコミュニケーショ
ンを推進する。また、村山庁舎のBSL-4施設運営に当たっては、外部有識者を活用
したチェック体制を確保する。

４．施設の老朽化も踏まえ、日本学術会議の提言等も参考にし、武蔵村山市以外の
適地におけるBSL-4施設の確保について検討し、結論を得る。



１． 国立感染研村山庁舎施設運営連絡協議会を設置（26年12月）

［所掌］ 利用状況、安全対策及び災害対策など施設運営全般にわたる、情報の共有、協議、調査、評価、提言

［委員構成］ 自治会代表（4）、雷塚小学校代表（１）、都立村山特別支援学校代表（１）、 学識経験者（３、地元医師会等）、武蔵村山
市職員（４）、東京消防庁北多摩西部消防署職員（１）、東京都多摩立川保健所職員（１）、国立感染研職員（６）、厚生労働
本省職員（２） (座長:感染研副所長)

［会議の公開］ 原則公開、ただし、防犯対策等の情報は非公開

２． 開催経過

 第１回施設運営連絡協議会（平成27年1月20日）
・ 施設の概要、安全対策、実験動物や放射性物質の取扱、地震対策等について説明

 施設見学会（合計4回、平成27年2月4日～10日）
 第２回施設運営連絡協議会（平成27年2月17日）

・ これまでいただいた質問への回答
 第３回施設運営連絡協議会の開催（3月17日）

・ これまでいただいた質問への回答
 第４回施設運営連絡協議会の開催（6月5日）

・ これまでの議論の整理、市民向け施設見学会の概要報告
 第５回施設運営連絡協議会（7月16日）

・ これまでの議論の整理（まとめ）、市民向け施設見学会の概要報告
 第６回施設運営連絡協議会（8月27日）

・ これまでの経過と今後の運営についての概要報告
 第７回施設運営連絡協議会（11月26日）

・ 村山庁舎における安全対策ついて
 第８回施設運営連絡協議会（12月10日）

・ 「国立感染症研究所村山庁舎の安全対策、災害・事故対策及び避難対応の強化に関する検討会」中間整理
 第９回施設運営連絡協議会（平成28年3月17日）

・ 「国立感染症研究所村山庁舎のセキュリティ対策について、施設設備等について

国立感染研村山庁舎施設運営連絡協議会の概要



高度封じ込め施設（BSL4)の安全管理体制の強化について

 感染研病原体取扱における安全管理体制に
おいて、特にBSL4施設については所長、バ
イオリスク管理委員会のもと、「高度封じ
込め施設運営委員会」が組織されています。

＊高度封じ込め施設運営委員会では、ＢＳＬ４等の病原体の安全管理並びに病

原体等に起因して発生する曝露及び事故の未然防止を図るため、施設利用

計画を審査・承認、報告、安全管理規程等に定める事項の実施状況及び法

令遵守の状況を点検し確認する。

 また、感染研全体として外部有識者を含む
「病原体等取扱安全監視委員会」が組織さ
れています。

＊病原体等取扱安全監視委員会では、病原体等の取扱いの実施状況を査察・

監視し、病原体等の安全な取扱いを確認する。

国立感染症研究所安全管理体制

BSL4施設運営の安全管理体制の強化
 「高度封じ込め施設運営委員会」にBSL4施設の安全管理に
詳しい外部有識者の参画

 「病原体等取扱安全監視委員会」にBSL4施設の運営に適し
た外部有識者の参画



（規程・規則・指針・要領）

 病原体等安全管理規程

 家畜伝染病病原体等安全管理規程

 病原体等の分与等に関する取扱要領
 病原体等の輸送・運搬に関する取扱要領
 公用車による病原体等の還織に関する要領
 特定病原体等の施設内管理区域間運搬要領
 病原体等事故対応要領
 病原体等曝露事故応急対応マニュアル

 病原体等安全管理区域運営規則
 「ＢＳＬ２及びＢＳＬ３実験室」運営規則

 ＢＳＬ２実験室安全操作指針
 ＢＳＬ３実験室安全操作指針

 「高度封じ込め施設」運営規則
 ＢＳＬ２実験室安全操作指針
 ＢＳＬ３実験室安全操作指針
 ＢＳＬ４実験室安全操作指針



国立感染症研究所
病原体等安全管理区域運営規則
「高度封じ込め施設」運営規則

第１章 総則
目的・定義・適用の範囲・区域区分
高度封じ込め施設運営委員会
安全管理、運営及び企画調整事務の業務分担
施設・設備の安全管理及び運営
実験の安全管理及び運営
施設の安全管理の調整

第２章 高度封じ込め施設の使用
ＢＳＬ２及びＢＳＬ３実験室の使用
ＢＳＬ４実験室の使用および病原体等の保管・使用手続き
ＢＳＬ４対応実験室の使用制限
管理区域への立入制限

第３章 安全管理
ＢＳＬ２、ＢＳＬ３実験室の安全管理
ＢＳＬ４

実験室使用者の標示
防護服等の着用
実験室出入□の閉鎖
病原体等保管庫の施錠
病原体の搬出
実験室の機器及び器材等の搬出と搬入
実験室への私物等の持込禁止
実験室での飲食等の禁止
時間外の実験室の使用
教育訓練

第４章 実験操作と設備管理
ＢＳＬ２、ＢＳＬ３実験室での実験
ＢＳＬ４実験室での実験・実験終了後の処置
ＢＳＬ４実験室における病原体等の保管

第５章 動物実験と設備管理
動物実験・動物実験の実施
動物実験における義務
実験動物の飼育

第６章 曝露・事故・災害とその処理
ＢＳＬ２及びＢＳＬ３病原体等の曝露、事故及び災害
ＢＳＬ４病原体の外傷等による曝露時の措置
設備の欠陥ないし不良によるＢＳＬ４病原体の曝露時の措置
ＢＳＬ４実験室の汚染による曝露
ＢＳＬ４病原体の紛失にかかわる事故
火災・地震・その他の災害の措置
曝露、事故及び災害等に関する情報提供および報告
緊急事態に対する訓練

第７章 管理区域の設備管理
機械設備等の管理・操作
日常・定期・臨時の点検
管理業務の委託

第８章 健康管理
日常・業務中における健康状態

第９章 雑則
運営規則の見直し・経過措置



ＢＳＬ４実験室安全操作指針

Ⅰ. 高度封じ込め施設の構造と管理区域
Ⅱ. 高度封じ込め施設の管理組織
Ⅲ. ＢＳＬ４実験室で検査・実験を実施する場合の標準作業手順

1. ＢＳＬ４実験室での作業内容
2. ＢＳＬ４実験室で作業することのできる職員等の満たすべき要件
3. ＢＳＬ４実験室への入退室の適正な管理
4. 教育訓練
5. 実験室使用における規則
6. ＢＳＬ４実験室内作業
7. 動物実験
8. ＢＳＬ４実験機器の使用と保守
9. 実験室環境、実験機器および器材の消毒
10.ＢＳＬ４実験室に設置される機器等の管理
11.行動規範

IV. ＢＳＬ４病原体の扱い、保管、移動
1. 病原体等の取扱い
2. 病原体等の保管管理と移動

V. ＢＳＬ４実験室で緊急事態発生時の対応手順
1. 緊急事態への措置

VI. ＢＳＬ４実験室の機能維持およびメインテナンス
1. 機械設備等の操作と管理
2. ＢＳＬ４実験室の点検

Ⅶ. 健 康 管 理
1. 日常の健康管理

附則
安全操作指針の見直し
ＢＳＬ４実験室における各種緊急事態に職員が取るべき措置
ＢＳＬ４実験室における地震および災害発生等の緊急時に職員が取るべき措置



村山庁舎の安全対策や事故・災害対策及び避難対応の強化、
セキュリティ強化について

 村山庁舎の警備強化
平成２７年８月７日付けで、国立感染症研究所は感染症法に定める特定一

種病原体等所持施設として厚生労働大臣から指定されたことに伴い、以下の
とおり村山庁舎の警備強化を行っている。
 正面ゲートに警備員を立哨させ村山庁舎への入庁者（職員を含む）を
チェック。

 庁舎内では身分証明書及び来訪者バッチを常時表示。
 敷地内に駐車する車両は「駐車票」の表示を徹底。
 正面ゲートは常時閉門。

 村山庁舎ＢＳＬ４施設のセキュリティ強化
 外周のフェンスを改修し高くすることで、不審者の侵入を防ぐ
 敷地内の監視カメラを増設し、更に監視体制を強化する
 管理棟（警備員が常駐する）からのみ８号棟へのアクセス変更
 ８号棟内へ監視カメラ等の増設



 施設及び施設周辺の安全対策や事故・災害対策及び避難対応の強化
国立感染症研究所村山庁舎の運営等については、武蔵村山市長からの要望

にあるとおり、災害や事故に備えるため、市や警察等の関係機関とも連携し、
周辺住民に対する円滑な連絡や状況説明について、責任を持って対応する体
制を構築する。
更に、施設周辺の安全対策や事故・災害対策及び避難対応についても、適

切に対応する。
なお、市や警察、消防の関係機関の協力を得ながら、施設周辺の安全対策

や事故・災害対策及び避難などの対応等について、昨年９月に検討会を立ち
上げ、同年１２月に「中間整理」が取りまとめられた。
今後、これを踏まえ具体的な対応マニュアルを策定することとしている。

 事故・災害時に、近隣住民への連絡手段のひとつとして、屋外放送設備を
設置。

 今後の整備予定
 村山庁舎の西側に、地域住民も含めた者が安全かつ迅速に避難できる避難
通路を設置する。また、消防車等の緊急車両が進入できる進入口を確保する。

 上記工事に伴い、村山庁舎北西部にある雷塚公園（避難場所）の園路改修、
防犯灯、監視カメラの設置及び周辺学校（避難場所）の環境改善を行う。



地域とのコミュニケーションの強化について
国立感染症研究所村山庁舎の運営等については、武蔵村山市長からの要望に

あるとおり、今後も施設見学会を継続的に実施し、積極的な情報開示や、地域
とのコミュニケーションの強化に努める。
なお、地域とのコミュニケーションを図るため、施設見学会の他にも様々な

取り組みを行う。

 市民の皆様に感染症対策と感染研の役割について理解を深めて頂くことを
目的とした、これまでの感染研市民セミナーを引き続き実施する。
※これまでの主なテーマ
はしか、日本脳炎、食中毒、インフルエンザ等の予防について
エイズ、新型インフルエンザ、ＳＦＴＳ、デング熱、エボラ出血熱等について

 武蔵村山市民を対象としたＢＳＬ４施設見学会のアンケート結果において
も要望のあった、近隣小中学校への出張授業を市の教育委員会等と相談し
ながら検討する。

 村山庁舎の施設を一部開放し、一般公開を実施する。
・平成２７年度 １２月１９日（土）開催 参加者 １７８名
・平成２８年度 ７月３０日（土）開催予定



ＢＳＬ４施設の世界的整備状況

• 19カ国41施設：感染症対策においては必須の
施設との認識
北アメリカ：アメリカ（１３施設）、カナダ（１施設）

ヨーロッパ：イギリス（３）、ドイツ（４）、フランス（１）、イタリア（２
）、スイス（2）、スエーデン（１）、オランダ（１）、ロシア（１）、
チェコ（１）、ベラルーシ（１）

アジア、オセアニア：中国（1）、台湾（１）、シンガポール（１）、
インド（２）、オーストラリア（３）、（韓国：建設中）

アフリカ：ガボン（１）、南アフリカ（１）

• 立地条件：住宅地に隣接する施設多い
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